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基準通貨と換算レートの設定手順 

～GCMS Plus 紹介ビデオコース～ 

本書について 

本書は GCMS Plus 紹介ビデオコース（動画）[基準通貨と換算レートの設定手順] および同 FAQ の付属説明 

資料です。動画本編と併せてご確認ください。  

 

注: 本書内の文字検索やしおりの機能をご利用いただくと、簡単にお探しのトピックに移動することができます。 
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基準通貨と換算レートの設定手順
～GCMS Plus紹介ビデオコース～

Ver 1.0

2023年5月更新

 

GCMS Plus紹介ビデオコースへようこそ。 

本書はビデオコースに付属する補足説明資料です。単独で

参照、また動画ファイルと一緒にご利用ください。 

本コースでは、基準通貨と換算レートの設定手順をご紹介し

ます。 

<コース対象者> 

GCMS Plusのサービス利用開始手順の基本事項を知りたい

方、特に以下に該当する方を対象としています。 

• GCMS Plusを初めて利用されるユーザー（以下、GCMS 

Plusサービスにログインしサービスを利用する方を[ユー

ザー]とします) 

• 基準通貨と換算レートの設定手順を知りたいユーザー 

 

スライド 2 
Table of Contents

00:55スライド 6

2

00:10スライド 3

02:30スライド 13

03:50スライド 19

セクション 2 基準通貨と換算レートの申請

セクション 1 基準通貨と換算レートの設定手順

セクション 3 基準通貨と換算レートの承認

換算レートのCOMSUITE Portalへの適用セクション 4

スライド No. 動画
タイムスタンプ

 

<目次> 

本コースはサービスを初めて利用する方をはじめ、幅広いユ

ーザー向けに作成されています。 

4つのセクションに分かれていますので、既にご存じの内容

がある場合は、確認が必要なセクションのみ学習してくださ

い。 

動画ファイルをご視聴の場合は、各セクションタイトルの横に

記載されている再生開始時間をご参照ください。 

また、本書を使い学習される場合は、下記のリンクから各セ

クションに移動してください。 

• セクション 1 基準通貨と換算レートの設定手順 

• セクション 2 基準通貨と換算レートの申請 

• セクション 3 基準通貨と換算レートの承認 

• セクション 4 換算レートのCOMSUITE Portalへの適用 
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スライド 3 

基準通貨と換算レートの設定手順

3

 

まず、本セクションでは、基準通貨と換算レートの設定を行う

ための基本事項について説明します。 

本コースは、お客さま（以下、利用会社を[お客さま]という）が

GCMS Plusをご契約いただいており、COMSUITEならびに

GCMS Plusへのログイン方法をご存じであることを前提とし

ています。 

関連のビデオコースもご参照ください。 

• COMSUITEサービスご利用開始手順（COMSUITE紹介ビ

デオコース） 

• ユーザープロフィール設定手順（GCMS Plus紹介ビデオコ

ース） 

• 承認フローの設定手順（GCMS Plus紹介ビデオコース） 

• 受取人リストの設定手順（Payments and Transfers）

（GCMS Plus紹介ビデオコース） 

• 送金指図作成手順（Payments and Transfers）（GCMS 

Plus紹介ビデオコース） 

 

スライド 4 

50,000,000.00

1,000,000.00

600,000.00

240,123.00

基準通貨と換算レートの設定手順 （概要）

基準通貨建ての残高表示

JPY

5,000,000 

USD

600,000 

EUR

1,000,000 

合計
USD

2,400,123-

複数口座残高

全通貨の
残高を
基準通貨に
換算

4

▪ 基準通貨と換算レート設定の目的
基準通貨と換算レートは、送金の承認や口座残高照会等の機能で使用されるため、ユーザー
プロフィールの登録や実際にGCMS Plusを利用する前に設定が必要です。また、セキュリティ
管理のため、二重コントロールのプロセスが適用されます。（一人のアドミニストレーターが申請し、
別のアドミニストレーターが承認）

 

<設定の目的> 

最初に、基準通貨と換算レートの設定が必要な理由をご説

明します。 

基準通貨は、GCMS Plusにおける各通貨での取引の計算根

拠となるもので、各口座の残高を基準通貨に換算して表示し

たり、支払指図の取引上限額の確認にも使われます。 

GCMS Plusでは、一定の残高レポートにつき、基準通貨とし

て設定した通貨建で表示されます。 

本スライドの例のように基準通貨をUSDとした場合、複数の

口座の合計残高がGCMS Plusに登録したレートで換算され、

USD建の合計金額が表示されます。 

このため、基準通貨と換算レートの設定が必要となります。 
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スライド 5 
基準通貨・換算レート設定例

基準通貨

• 基準通貨を選択

計算方法

• 基準通貨の計算方法を選択

換算レート
設定

• 通貨ごとに換算レートを入力

<例>

<例>

<例>

基準通貨= USD

USD1 = AUD1.1

AUD = Ex. Rate 1.1
EUR = Ex. Rate 0.35
JPY  = Ex. Rate 100

5

設定手順は以下の3ステップです

 

基準通貨・換算レートの設定手順は以下の3ステップです。  

• 基準通貨を選択 

• 計算方法を選択（例：基準通貨÷設定通貨、設定通貨÷

基準通貨） 

• 各通貨の換算レートを入力 

 

各ステップの詳しい内容は次ページ以降をご参照ください。 

 

スライド 6 

基準通貨と換算レートの申請

6

 

<基準通貨と換算レートの申請> 

基準通貨と換算レートの設定にはアドミニストレーターが2名

必要です。 

このセクションでは、基準通貨と換算レートの申請手順の詳

細をご説明します。 

 

スライド 7 

7

基準通貨と換算レートの申請 (1/6) アドミン 1

GCMS Plusトップページ

メガメニューホーム

Homeボタンまたは
メガメニューをクリックし、
各サービスにアクセス

 

<メガメニュー> 

GCMS Plusにログインすると、GCMS Plusトップページが表示

され、ページ上部のメガメニューから全ての利用可能サービ

スを確認することができます。 

メガメニューとは、取引サービス、照会、管理によって分類さ

れた全てのサービスを含むメニューを指します。 

どの画面からもアクセス可能です。 

メガメニューから特定のサービスにアクセスするか、Homeボ

タンをクリックすることでGCMS Plusトップページに戻ること 

ができます。 
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スライド 8 
基準通貨と換算レートの申請 (2/6) アドミン 1

本コースの範囲

お客さまごとのGCMS Plusご契約内容、
利用可能サービスおよびユーザー権限
によりメガメニューの内容は異なります

8

 

本コースでは、管理メニューにある基準通貨・換算レート 登

録・承認の利用手順を説明します。 

 

お客さまのGCMS Plusのご契約、申込およびユーザー権限

に基づくサービスのみがメガメニューで表示されるため、画

面に表示される実際のメニュー内容が異なる場合があります

のでご注意ください。 

 

スライド 9 
基準通貨と換算レートの申請 (3/6) アドミン 1

9

カスタマーIDをクリック

 

<基準通貨・換算レート：一覧> 

一覧画面にカスタマーIDが表示されます。 

これから設定するカスタマーIDをクリックしてください。 

 

スライド 10 

使用する通貨ごとに
換算レートを入力

適用開始日を入力

申請をクリック

基準通貨と換算レートの申請 (4/6)

1.10

0.53

9544.40

104.75

1.40

32.56

0.65

基準通貨を選択

アドミン 1

10

USD

04/10/22

プルダウンから計算方法を選択 
基準通貨がUSDであり、USD

あたりのレートを設定したい場合
は、一つ目の計算方法を選択

 

<基準通貨・換算レート 登録・照会：入力> 

基準通貨・換算レート/照会：登録画面で以下の手順で必要

事項を入力し、申請をクリックして申請してください。 

   

ステップ 1: 基準通貨に設定したい通貨を選択 

ステップ 2: ドロップダウンリストから計算方法を選択 

例えばUSDを基準通貨とする場合、以下の二つの計算方法

から選択可能。 

• 設定通貨に対する基準通貨の単位（例：JPY1 = 

USD0.01） 

• 基準通貨に対する設定通貨の単位（例：USD1.00 = 

JPY100） 

ステップ 3: 次に、換算レート欄にステップ2で選択した計算

方法に合わせ、各通貨のレートを入力 

ステップ 4: 新しいレートの適用開始日を入力（過去日付の

入力は不可） 
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※：新規の換算レートを適用するには、適用開始日を登録日

以降にする必要があります 

※：基準通貨や換算方法区分の編集の申請をするために

は、適用開始日を登録日にする必要があります。 

 

登録が完了次第、申請ボタンを押下します。 

 

スライド 11 

申請をクリック

基準通貨と換算レートの申請 (5/6)

上部に表示されるメッセージ
と入力内容を確認

アドミン 1

11

 

<基準通貨・換算レート 登録・照会：確認> 

入力内容を確認し、申請をクリックします。 

基準通貨を変更すると、1日あたりの送金承認限度件数、1

件あたりの送金承認限度額、1日あたりの送金承認限度額

がクリアされます。 

基準通貨の変更時には、必ず取引上限金額等が再設定さ

れていることをご確認ください。（設定画面：管理 > ユーザー

プロフィール） 

 

スライド 12 
基準通貨と換算レートの申請 (6/6)

ステータスを確認し、もう1名の
アドミニストレーターに承認を依頼

アドミン 1

12

 

<基準通貨・換算レート 登録・照会：処理結果> 

次の画面で処理結果を確認し、もう一名のアドミニストレータ

ーに申請の承認を依頼してください。 

※画面例のように、適用終了日は空欄で結構です。基準通

貨を設定する際、既に登録されている基準通貨は、自動的

に新しい適用開始日の前日に失効します。（例：新しい設定

が2022年12月20日に有効となる場合、既存の基準通貨設定

は2022年12月19日に失効します。） 

 

スライド 13 

基準通貨と換算レートの承認

13

 

<基準通貨と換算レートの承認> 

前述の通り、基準通貨と換算レート設定には２名のアドミニ

ストレーターが必要です。 

このセクションでは、申請された基準通貨と換算レートの承

認手順の詳細をご説明します。 
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スライド 14 

基準通貨・換算レート管理

基準通貨と換算レートの承認 (1/5) アドミン 2

14

GCMS Plusトップページ - To Do リスト

GCMS Plus - メガメニュー

管理＞カスタマープロフィール＞基準
通貨・換算レート 登録・照会をクリック

基準通貨・換算レート管理の承認待ち
バッジ（件数のあるボタン）をクリック

 

<トップページ> 

基準通貨・換算レート 照会・承認メニューにアクセスするに

は、主に以下2つの方法があります。 

• 方法1: GCMS PlusトップページのTo Doリストからのアク

セス 

承認権限が付与されているユーザーは、トップページにある

To Doリストから基準通貨・換算レート 照会・承認メニューへ

アクセスすることができます。 

承認待ちの基準通貨・換算レートの件数は、To Doリストの承

認待ち件数に表示されます。 

承認待ちのバッジをクリックし、承認画面へアクセスできま

す。 

 

• 方法2: メガメニューからのアクセス 

冒頭で紹介したメガメニューを利用して、照会・承認に進むこ

とができます。 

（管理＞カスタマープロフィール＞基準通貨・換算レート 登

録・照会） 

また、メガメニューからアクセスする場は、承認待ち以外のス

テータスのものも表示されるのでご注意ください。 

 

変更した基準通貨・換算レートは未完了の取引には適用さ

れません。 

（基準通貨・換算レートの変更後は、変更前の詳細を確認す

ることができません。） 

未完了の取引に対して変更後の基準通貨・換算レートを適

用させたい場合は、対象の取引を一度差戻し、再度申請す

る必要があります。 
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スライド 15 
基準通貨と換算レートの承認 (2/5) アドミン 2

15

カスタマーIDをクリック

 

<基準通貨・換算レート：一覧> 

一覧画面にカスタマーIDが表示されます。 

これから承認するカスタマーIDをクリックしてください。 

 

 

 

スライド 16 
基準通貨と換算レートの承認 (3/5) アドミン 2

16
承認・差戻をクリック

基準通貨・換算レート
の申請内容を確認

 

<基準通貨・換算レート：明細> 

申請内容を確認し、承認・差戻をクリックしてください。 

 

 

スライド 17 
ユーザープロフィールの承認 (4/5)

17

123456 取引認証コード
を入力

123456

3（SIGN）を押下チャレンジコード
を入力

OKを押下

000177

承認をクリック

承認操作には、自身のOTPトークン
デバイスを使用してください

アドミン 2

OKをクリック

基準通貨・換算レート登録・照会 ： 承認

 

<基準通貨・換算レート登録・照会：承認> 

セキュリティに関しては、OTPトークンを使用した取引認証が

必要となりますので、OTPトークンをご利用ください。 

まず、OTPトークンデバイスから3（SIGN）ボタンを押します。 

次に、この画面に表示されているチャレンジコードをOTPトー

クンデバイスに入力し、OKを押します。 

その次に、6桁の取引認証コードがOTPトークンデバイスに表

示されます。 

次に、取引認証コードを、該当項目に入力します。 

 

申請内容を確認し、承認・差戻をクリックすると、メッセージが

表示されます。 

メッセージの内容を確認し、OKをクリックして次の画面に進ん

でください。 

申請が差戻されたら、申請者はGCMS PlusトップページのTo 

Doリストから申請を開き、再申請することができます。 
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スライド 18 
基準通貨と換算レートの承認 (5/5) アドミン 2

18

基準通貨・換算レート登録・照会 ： 結果

処理結果を確認

 

<基準通貨・換算レート 登録・照会：処理結果> 

ステータスが承認済になっていることを確認してください。 

 

 

 

スライド 19 

換算レートのCOMSUITE Portalへの適用

19

 

この章では、登録した換算レートをCOMSUITE Portalに適用

する方法を説明します。 

 

スライド 20 
換算レートのCOMSUITE Portalへの適用

設定をクリックし、GCMS Plus 

に登録した換算レートを指定

銀行レートで換算された残高が
地図上にデフォルト表示

COMSUITE Portalトップページ

20

 

<GCMS Plus登録レートのCOMSUITE Portalトップページへ

の適用> 

 

GCMS PlusユーザーがCOMSUITE Portalにログインしトップ

ページを開くと、地図上に口座残高が表示されています。 

この残高は、銀行レートで換算された金額がデフォルトで表

示されています。このレートは、取引の参考としてMUFGが提

供する市場仲値です。 

 

GCMS Plusで登録した換算レート（お客さまの社内で定めた

レート）による残高表示に変更する場合には、地図の右上に

ある設定をクリックし、設定画面に移動してください。 
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スライド 21 
残高表示設定

GCMS Plusで登録した換算レート
をCOMSUITE Portalトップページ
上の残高表示に使用する場合は
[GCMS Plus登録レート]を選択

（設定変更は随時可能）

各ユーザーごとに設定が可能

21

COMSUITE Portalトップページ上
の残高表示に銀行レートを使用
する場合は、[銀行レート]を選択

※（初期設定）

こちらをクリックし、
設定を完了

 

<換算レート&基準通貨> 

銀行レートは毎営業日の日本時間午前11時頃に更新される

為替動向に即したレートで、COMSUITE Portal初回ログイン

時には、銀行レートで換算したUSD建の残高が初期値として

表示されています。 

GCMS Plus 登録レートは、お客さまがGCMS Plusに手動で

登録されたレートで、こちらを選択した場合、GCMS Plus上で

基準通貨が登録されていれば、同じ通貨がCOMSUITE 

Portalでも適用されます。基準通貨が登録されていない場合

には、USDが適用されます。 

この設定変更では、GCMS Plus上で設定された換算レート自

体に影響することなく、あくまでCOMSUITE Portal上の残高

表示に使用されるレートの設定を行います。 

 

※初回ログイン時は銀行レートで換算したUSD建の残高が

初期値として表示されています。 

 

GCMS Plus登録レートを選択する際には、事前にGCMS Plus

で基準通貨とレートが登録されていることをご確認ください。 

 

 

スライド 22 

 

 

 

 

 

参考

22

以上でGCMS Plus紹介ビデオコース
「基準通貨と換算レートの設定手順」は終了です。

ご視聴ありがとうございました。
詳細については、関連FAQや補足資料（PDF）をご確認ください。
他のGCMS Plus紹介ビデオコースも併せてご確認ください。
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基準通貨と換算レートの設定手順 

～GCMS Plus 紹介ビデオコース～ 

ご留意事項 

 

◼ 本資料の決済商品・スキームはその他のお取引（預金・融資等）とは独立した取引であり、決済商品・スキームをお申込頂くかどう

かは、株式会社三菱 UFJ 銀行（以下、当行）のその他のお取引（預金・融資等）の条件となるものではありません。 

◼ 本資料は法律上・会計上・税務上の取扱いについて、当行が専門的な助言を行うものではありません。また、本資料に関連して生

じた一切の損害については、当行は責任を負いません。本資料に記載された事項に関する法律上・会計上・税務上の取扱いにつ

いては、貴社ご担当の顧問弁護士、会計士、税理士など専門家にご相談下さいますようお願い申し上げます。 

◼ 本資料により、貴社と当行の間には何ら委任その他の契約関係が発生するものではなく、当行が一切法的な義務・責任を負うもの

ではありません。 

◼ 本資料に記載された一部の商品のご導入については、当行所定の審査が必要となります。また、当行は債権譲渡スキームなどに

おいてアレンジャーとしての役割を担うことがありますが、一方で与信を供与する立場にもあるため貴社と利害関係が対立すること

があります。 

◼ 各種のお取引やサービスをご利用いただきます際に、海外にて貴社並びに貴社の海外現地法人様などが当行にて外貨預金口座

をご開設・保有いただく場合があります。新規に外貨預金口座をご開設いただきます際には、一般的に以下の点にご留意ください。 

• 円貨以外の通貨で預金を保有する場合、為替相場の変動により、元本の円貨換算額が当初預入時の円貨換算額を下回る（損

失が生じる）恐れがあります。 

• 外貨預金は、口座開設をされる当該国の現地法に基づく商品ですので、現地法・規制等の変更により、預金の元利金の受取り額

が変更されたり、引き出し制限などを受ける可能性があります。また、急激な為替相場の変動によりお取扱いを一定期間停止す

ることがあります。  

• 外貨預金が、現地の預金保険の対象となるか否か、預金保険の対象となる金額などは、国毎に異なります。なお、日本において

は預金保険の対象外です。 

• 外貨預金の利子に課される税金の取り扱いも、預金開設国毎に異なります。 

• 預金の適用利率や取り扱い手数料は、対象国、対象通貨、取引規模などにより異なるため、予めお示しすることができません。 

◼ 送金取引、外国為替取引、資金調達、各種 EB 商品、アドバイザリーサービスなどの手数料等は、対象国、対象通貨、取引規模、

サービス内容などにより異なるため、予めお示しすることができません。具体的にお取引やサービスをご希望される場合には、上記

の内容を伺った上で、個別に詳細をご案内申し上げます。 

◼ 掲載サービスの内容及びシステムの仕様は事前に通知することなく変更する場合があります。また、一部サービス／商品について

は現在開発中のものが含まれており、当行及びその他諸事情によりサービス／商品の提供ができないこともございますので予めご

了承願います。 

◼ 本資料は当行の著作物であり、著作権法により保護されております。当行の事前の承諾なく、本資料の全部または一部を引用また

は複製、転送等により使用することを禁じます。 

◼ 本資料は信頼できると思われる各種データに基づいて作成されていますが、当行はその正確性、完全性を保証するものではありま

せん。ここに示したすべての内容は、当行の現時点での判断を示しているに過ぎません。 

◼ 本資料は作成日現在における一般的な情報の提供を目的としており、何ら取引ないし契約の条件提示あるいは投資等の行為の勧

誘を目的としたものではありません。本資料に記載された事項に関するリスクの多寡及びそれが貴社にとって妥当なものか否か

は、貴社が自己の責任に基づき独自にご判断いただくようにお願い申し上げます。 

 

当行が契約している指定紛争解決機関：一般社団法人 全国銀行協会 

連絡先：全国銀行協会相談室 

電話番号：0570-017109 または 03-5252-3772 

受付時間／月～金曜日 9:00～17:00（祝日、12/31～1/3 等を除く） 

上記機関は、申立人またはその代理人が日本語で対応できること、紛争の対象となる契約・法律行為にかかる準拠法は 

日本法に限ることなどの制約を設けていることがありますので、ご留意ください。 

 

〒102-0083 東京都千代田区麹町五丁目 1 番地 1 麹町ガーデンタワー 

株式会社三菱 UFJ 銀行 

連絡先：トランザクションバンキング部  
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